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○鶴岡市環境審議会条例 

平成１７年１２月２６日 

条例第２６４号 

（設置） 

第１条 環境基本法（平成５年法律第９１号）第４４条の規定に基づき、鶴岡市環境審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全に関する事項を調査審議する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 関係行政機関の職員及び関係団体の役職員 

（一部改正〔平成２５年条例３７号〕） 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 審議会は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。 

（専門委員） 

第７条 審議会に、特定事項の調査及び研究をさせるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、市長が審議会の意見を聴いて委嘱する。 
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（幹事） 

第８条 審議会の事務を処理するため幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、市民部において処理する。 

（一部改正〔平成２５年条例２号〕） 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（任期の特例） 

２ この条例の施行の日以後、最初に第３条第２項の規定により委嘱される委員の任期は、第４

条の規定にかかわらず、委嘱された日から平成１８年３月３１日までとする。 

附 則（平成２５年３月２２日条例第２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年９月１９日条例第３７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の鶴岡市表彰条例第８条第１項の規定、第２条の規定による改正

後の鶴岡市個人情報保護条例第３８条第２項の規定、第３条の規定による改正後の鶴岡市生活

安全条例第５条第５項の規定、第４条の規定による改正後の鶴岡市交通災害共済条例第１２条

第２項の規定、第５条の規定による改正後の鶴岡市住居表示審議会条例第３条第２項の規定、

第６条の規定による改正後の鶴岡市予防接種対策委員会条例第３条第２項及び第７条第２項の

規定、第７条の規定による改正後の鶴岡市環境審議会条例第３条第２項の規定、第８条の規定

による改正後の鶴岡市廃棄物減量等推進審議会条例第３条第２項の規定、第９条の規定による

改正後の鶴岡市農村地域工業等導入審議会条例第３条第２項の規定、第１０条の規定による改

正後の鶴岡市下水道使用料等審議会条例第３条第２項の規定、第１１条の規定による改正後の

鶴岡市水道事業経営審議会条例第３条第２項の規定並びに第１２条の規定による改正後の鶴岡
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市景観計画に係る行為の制限等に関する条例第１３条第４項の規定は、この条例の施行の日以

後にこれらの規定により行う委員又は幹事の委嘱について適用する。 

 


